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職
員
数
と
給
与
の
状
況

　

職
員
数
は
、
下
の
表
�
�
の
と
お
り
で

す
。
平
成　

年
４
月
１
日
現
在
で
は
、
前

２９

年
の
同
時
期
に
比
べ
、　

人
の
増
と
な
っ

３２

て
い
ま
す
。

　

給
与
（
給
料
と
職
員
手
当
を
合
わ
せ
た

も
の
）
は
、
基
本
的
に
国
家
公
務
員
に
準

じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

厳
し
い
財
政
状
況
の
下
、　

年
度
〜　

年

１６

２６

度
の
間
、
段
階
的
に
給
料
月
額
の
独
自
削

減
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
　

年
度
の
一
般
会
計
に
お
け
る
職
員
給

２８
与
費
は
、
退
職
者
が
減
少
し
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
、　

年
度
と
比
べ
て
約
１
億
８
６

２７

４
０
万
円
の
減
額
と
な
り
ま
し
た
。
な

お
、
医
師
以
外
の
職
員
の
平
均
給
料
月
額

と
初
任
給
の
一
例
は
、
下
の
表
�
�
、
職

員
手
当
の
種
類
は
、
３
ペ
ー
ジ
上
の
表
�

の
と
お
り
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
職
員
が
退
職
す
る
際
に
は

退
職
手
当
を
支
給
し
て
お
り
、
勤
続
年
数

な
ど
か
ら
計
算
さ
れ
る
「
基
本
額
」
と
、

職
務
の
級
か
ら
計
算
さ
れ
る
「
調
整
額
」

を
合
算
し
た
額
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
懲
戒
免
職
処
分
な
ど
一
定
の
事
由
が

あ
る
場
合
を
除
き
ま
す
。

　
　

年
度
の
基
本
額
の
支
給
割
合
は
３

２８
ペ
ー
ジ
の
表
�
の
と
お
り
で
す
。

　

特
別
職
の
給
料
月
額
な
ど

　

特
別
職
（
市
長
・
副
市
長
・
教
育
長
）

の
給
料
月
額
は
、
３
ペ
ー
ジ
の
表
�
の
と

お
り
で
す
。　

年
度
よ
り
独
自
削
減
を
実

１４

施
し
て
お
り
、　

年
度
は
市
長
が　

％
、

２８

１５

副
市
長
が
９
％
、
教
育
長
が
６
・
５
％
の

削
減
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
議
会
議
員
の
報
酬
月
額
に
つ

い
て
も
、
同
じ
く
表
�
の
と
お
り
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
特
別
職
に
は
寒
冷
地
手
当

と
期
末
手
当
、
市
議
会
議
員
に
は
期
末
手

当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　

年
度
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
は
、

２８
給
料
月
額
ま
た
は
報
酬
月
額
の
４
・　

カ
１０

市市
職
員
の
給
与
の

職
員
の
給
与
の

状
況
な

状
況
な
どど
にに
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

市
で
は
、「
小
樽
市
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
給
料

や
手
当
、
勤
務
条
件
な
ど
に
つ
い
て
公
表
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、　

年
度
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

２８

平成２８年度

表� 平均給料月額（平成２８年４月１日現在、医師を除く）

平均年齢平均給料月額主な役職級平均年齢平均給料月額主な役職級

５２．２歳３８万６３４５円
係長職

５４２．４歳３０万６２１３円平　均
４６．０歳３５万２１０円４５７．９歳４３万７４２９円

部長職
８

４０．１歳３０万１１４円３５６．９歳４２万１８００円７
４８．４歳３５万２３５８円

主任・
主事職

４５６．５歳４２万３１０円
次長職

７
３６．４歳２７万９８８０円３５６．０歳４０万３３１１円６
２７．９歳２２万２０１円２５３．５歳３９万９６０３円

課長職
６

２３．２歳１７万８７９５円１５０．３歳３７万８２５４円５

表� 初任給の一例（平成２８年４月１日適用）

消防一般事務・技術
職　種

高校卒大学卒高校卒短大卒大学卒
１６万１７00円１９万３２00円１４万６１00円１５万８８００円１７万８２００円初任給月額

表� 職員数、退職者数および採用者数（　）は再任用数を再掲

増減
平成２９年
４月１日現在

平成２８年４月２日～
２９年４月１日の採用者数

平成２８年度中
の退職者数

平成２８年
４月１日現在

３２人（６人）１７７０人（７１人）１５４人（２４人）１２２人（１８人）１７３８人（６５人）

表� 職員数の内訳　（各年４月１日現在）
内　　　訳

合 計
委員会等水道局消防病院局右記以外特別職
１４２人７７人２５０人５０３人７６１人５人１７３８人平成２８年職

員
数

１３９人７８人２５２人５２５人７７１人５人１７７０人平成２９年
▲３人１人２人２２人１０人０人３２人増減

特別職…市長、副市長、公営企業管理者（水道局長）、病院事業管理者（病院局長）、教育長
委員会等…議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の各事務局
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年
度
は
免
職
処
分
が
１
件
、
減
給
処

２８
分
が
２
件
、
戒
告
処
分
が
５
件
あ
り
ま
し

た
。

　

職
員
研
修
と
勤
務
成
績

　

職
員
の
資
質
向
上
と
、
よ
り
良
い
住
民

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
、
職
員
の

研
修
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

勤
務
成
績
の
評
定
は
、
全
職
員
に
対
し

て
、
昇
給
時
期
と
勤
勉
手
当
の
支
給
時

（
６
月
・　

月
）
に
行
っ
て
い
ま
す
。

１２

　

健
康
診
断
と
公
務
災
害

　

全
職
員
を
対
象
と
す
る
一
般
定
期
健
康

表� 職員手当の種類

基本的な内容種類

課長職以上の管理職（医師含む）お
よび一般医師に支給

管理職手当

扶養家族のいる職員に支給。支給月
額は、配偶者１万３０００円、配偶者以
外が６５００円（例外あり）などとなって
います

扶養手当

借家（家賃が月１万２０００円を超える
場合）で、一定の計算方法による額
（上限２万７０００円）

住居手当

片道の通勤距離が２�以上で、バス
や自家用車などで通勤する職員に支
給しています（支給月額は、バス市内
線の１路線利用で８４００円）

通勤手当

著しく危険を伴う勤務などに従事し
た場合に支給。１９年度に改正し、一
部を除くほとんどの勤務を対象外と
しています

特殊勤務手当

６月と１２月に支給する手当。年間の
支給割合は４．３０カ月分（フルタイム勤
務再任用は２．２５カ月分）で、役職に応
じた加算があります

期末・勤勉手当

地域手当（医師、札幌市内に勤務する
派遣者、東京事務所のみ）、時間外勤
務手当、寒冷地手当など

その他

診
断
と
、
有
害
な
業
務
な
ど
に
従
事
す
る

職
員
を
対
象
と
す
る
特
殊
健
康
診
断
を
、

そ
れ
ぞ
れ
定
期
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
公
務
災
害
や
通
勤
災
害
は
、
企

業
で
い
う
労
働
災
害
に
当
た
る
も
の
で
、

　

年
度
に
は
公
務
災
害　

件
、
通
勤
災
害

２８

１７

３
件
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　

年
度
も
、
業
務
の
見
直
し
な
ど
に
よ

２８
り
、
組
織
の
効
率
化
を
図
っ
て
き
ま
し

た
。
今
後
も
引
き
続
き
、
事
務
事
業
の
見

直
し
な
ど
に
よ
り
、
支
出
の
抑
制
に
努
め

る
と
と
も
に
、
適
正
な
行
政
運
営
を
行
っ

て
い
き
ま
す
。

�
お
問
い
合
わ
せ
は
、
職
員
課
�
�
４
１

１
１
内
線
２
１
５
、
�
�
１
４
８
７
へ
ど

う
ぞ
。

表� 退職手当支給割合の一例

定年・勧奨退職自己都合退職勤続年数

２５．５５６２５カ月分 ２０．４４５カ月分２０年

３４．５８２５カ月分 ２９．１４５カ月分２５年

４９．５９カ月分 ４１．３２５カ月分３５年

４９．５９カ月分４９．５９カ月分最高限度

表� 特別職の給料月額と市議会議員の報酬月額

報酬月額区分給料月額区分

５３万４０００円議長８３万５５５０円市長

４８万２０００円副議長７２万７２０円副市長

４４万１０００円議員６２万４５８０円教育長

※市長は１５％、副市長は９％、教育長は６．５％を削減
した金額です。

表� 休暇の取得状況

平均の
取得日数
（Ｂ／A）

取得総日数
（Ｂ）

取得職員数
（A）

種類

１０．４日１万６９６７．２日１６３０人年次有給休暇

９．２日４２２１．６日４６０人病気休暇

４．８日９３０５．３日延べ１９２３人特別休暇

０日０日０人介護休暇

０日０日０人組合休暇

月
分
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

勤
務
時
間
と
休
暇

　

１
日
の
就
業
時
間
は
、
原
則
と
し
て
午

前
８
時　

分
か
ら
午
後
５
時　

分
ま
で

５０

２０

で
、
休
憩
時
間
は
午
後
０
時　

分
か
ら
１

１５

時
ま
で
で
す
（
病
院
な
ど
の
交
代
勤
務
職

場
を
除
く
）。
１
週
間
の
勤
務
時
間
は
、

　

時
間　

分
に
な
り
ま
す
。

３８

４５

　

職
員
の
休
暇
に
は
、
有
給
休
暇
と
し
て

年
次
有
給
休
暇
、
病
気
休
暇
、
特
別
休
暇
、

ま
た
、
無
給
休
暇
と
し
て
介
護
休
暇
、
組

合
休
暇
が
あ
り
ま
す
。　

年
度
の
取
得
状

２８

況
は
左
下
の
表
�
の
と
お
り
で
す
。な
お
、

特
別
休
暇
と
は
、
職
員
に
婚
姻
、
出
産
、

服
喪
な
ど
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
の
休
暇
で
、　

種
類
あ
り
ま
す
。

１４

　

分
限
処
分
と
懲
戒
処
分

　

分
限
処
分
と
は
、
一
定
の
事
由
が
あ
る

場
合
、
職
員
の
意
に
反
し
て
降
任
、
休
職
、

免
職
と
す
る
処
分
で
す
。　

年
度
に
は
、

２８

長
期
療
養
の
た
め
の
休
職
処
分
が　

件
あ

１２

り
ま
し
た
。

　

懲
戒
処
分
と
は
、
職
員
に
法
令
違
反
や

職
務
上
の
義
務
違
反
、
職
員
と
し
て
ふ
さ

わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
科
す

処
分
の
こ
と
で
す
。
そ
の
種
類
に
は
戒

告
、
減
給
、
停
職
、
免
職
の
処
分
が
あ
り

ま
す
。


